
 

 

 

仕 様 書 

 

１．概 要 

（１）物品購入等名 やまと広域環境衛生事務組合電力供給 

（２）需要場所     御所市大字栗阪２９３番地 やまと広域環境衛生事務組合 

（３）業種および用途 官公署（事務所及び一般廃棄物処理施設） 

 

２．仕 様 

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、発電設備、契約受電設備等 

   ア 電気方式      交流 3 相 3 線式 

   イ 標準電圧       ６，０００Ｖ 

   ウ 計量電圧       ６，０００Ｖ     

   エ 標準周波数       ６０Hz 

   オ 受電方式      常時受電方式（１回線のみ） 

カ 発電設備        別紙１のとおり 

キ 予定契約電力      ５５０ｋＷ 

              （契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要 

電力計により計量される値がこれを超えないものと

する） 

   ク 予定使用電力量     ３７４，０００ｋＷｈ 

                （使用期間の予定使用電力量は別紙２を参照のこと） 

                 ※予定使用電力量は、使用見込みであり、実績使用量

を保証するものではない。 

   ケ 契約受電設備          別紙１のとおり 

 

（２）各月の電力使用計画及び実績（契約電力、最大需要電力、使用電力量） 

   別紙２のとおり 

 

 （３）契約期間       

    令和４年４月１日０時から令和５年３月３１日２４時まで 

 

 （４）需給地点 

    需要場所構内第一柱にやまと広域環境衛生事務組合が施設した開閉器の電源側接続

点。 

 

 （５）電気工作物の財産分界点 

   （４）需給地点と同じ。 

 

 （６）保安上の責任分界点  

   （４）需給地点と同じ。 

 

 （７）検針日および計量 

    検針日は、供給者との協議により定めた日によるものとする。計量期間は、前月計量  

日の零時から当月計量日の前日の２４時までとし、計量は、計量器により記録された

値によるものとする。 

 

 



 （８）代金の算定期間 

    代金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。 

 

 （９）料金制度 

    料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定できる 

    ものとする。 

 

(10) 請求に係る料金の算定 

   ア 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位で四捨五

入することとする。 

     イ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円としその端数は切り捨てること

とする。但し、消費税等相当額を加算する場合は、消費税が課される金額及び消費

税等相当額の単位はそれぞれ１円とし、その端数はそれぞれ切り捨てることとする。 

 

 （11）力率 

   ア 力率は、その月のうち毎日午前８時から午後１０時までの時間における平均力率と

する。単位はパーセントとし、小数点以下第１位を四捨五入する。（瞬間力率が進

み力率となる場合は、その瞬間力率は１００パーセントとする。） 

イ  供給者は契約期間において、その１月の平均力率により、力率割引および割増し 

     を行うことができるものとする。 

         なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、供給者が定める約款の規定によ 

     るものとする。 

    

 （12）燃料費調整額 

    供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費 

    の調整を行うものとする。また、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款の

規定によるものとする。 

       なお、応札価格の算定に当たっては、燃料費調整額は考慮しないこととする。 

 

 （13）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課        

金とする。 

    なお、応札価格の算定に当たっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮し     

    ないこととする。  

 

(14）アンシラリーサービス料金 

関西電力株式会社が定める発電設備系統連系サービス要綱に基づく料金とする。 

なお、応札価格の算定に当たっては、アンシラリーサービス料金を考慮しないことと

する。 

 

 

（15）精算金 

    契約受電設備を新たに設定し、または契約受電設備の総容量を増加した日以降１年 

       に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電力を減少しようとする場 

     合、供給者は、精算金を請求することができるものとする。なお、精算金の算定を 

     行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。 

 

 



（16）契約超過金 

    その月の契約電力を超えて電気を使用した場合は、供給者の責めとなる理由による場

合を除き、供給者は、契約超過金を請求することができるものとする。 

 

（17）予定使用電力量 

   需給設備は、自家発電により自家消費を行っており、予定使用電力量については変動 

   が生じても保証するものではなく、それに伴う清算金等には応じないものとする。 

 

（18）支払方法 

    供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、やまと広域

環境衛生事務組合は、供給者が定める約款の規定に基づきその代金を支払うものとす

る。 

   

（19）その他  

    ア フリッカ発生器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 

    イ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の

供給条件については、関西圏内の電気事業者が定める特定規模需要供給条件に準ず

るものとする。 

   ウ 自動検針装置を有している。  

   エ 落札者は、契約締結前に様式 N-2 入札額積算内訳書を発注課に提出すること。 

   

   

 

  以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 受  電  設  備  

 受電設備は以下のとおり。 
 

No 

 

結線 

 

相別 

 

表示容量 

 

 

台数 

 

容 量 

 

１ 

 

 

－ 

 

単 

 

１００ｋＶＡ × １   

 

 

2 

 

２００ｋＶＡ 

 

２ 

 

 

－ 

 

三 

 

３００ｋＶＡ × １   

 

 

1 

 

３００ｋＶＡ 

 

３ 

 

 

－ 

 

三 

 

１，０００ｋＶＡ × １   

 

 

1 

 

 

１，０００ｋＶＡ 

 

合計 

 

    

4 

 

 

１，５００ｋＶＡ 

 

 

 

 発  電  設  備  

 系統連系している発電設備は以下のとおり。 
 

No 

 

発電方式 

 

定格出力 

 

 

用途 

 

電圧 

 

１ 

 

 

蒸気タービン 

 

１，９９０ｋＷ 

 

常用 

 

６，０００Ｖ 

 

２ 

 

 

太陽光 

 

１０ｋＷ 

 

常用 

 

２００Ｖ 

 

合計 

 

  

２，０００ｋＷ 

  

 

 

以  上 

（別紙１） 


